


別記１（改正後）

別表第１（第４条関係）

出納員 委任される事務

（略） （略）

子ども家庭課長の

職にある職員

１～５ （略）

６ 柴田町乳児等通園支援事業の実施等に関する規則に基づく利用料の直

接収納

（略） （略）



別記２（改正前）

別表第１（第４条関係）

出納員 委任される事務

（略） （略）

子ども家庭課長の

職にある職員

１～５ （略）

（略） （略）



別記３（改正後）

別表第２（第４条関係）

出納員 現金取扱員 委任される事務

（略） （略） （略）

子ども家庭課長

の職にある職員

子ども家庭課に勤務す

る職員で課長以外の職

にある職員

１～２ （略）

３ （略）

４ （略）

５ （略）

６ 柴田町乳児等通園支援事業の実施等に関する規

則に基づく利用料の直接収納

船岡保育所に勤務する

職員

槻木保育所に勤務する

職員

西船迫保育所に勤務す

る職員

１ （略）

２ 柴田町乳児等通園支援事業の実施等に関する規

則に基づく利用料の直接収納

（略） （略） （略）



別記４（改正前）

別表第２（第４条関係）

出納員 現金取扱員 委任される事務

（略） （略） （略）

子ども家庭課長

の職にある職員

子ども家庭課に勤務す

る職員で課長以外の職

にある職員

１～２ （略）

３ 柴田町障害児通園施設条例に基づく使用料の直

接収納

４ （略）

５ （略）

６ （略）

船岡保育所に勤務する

職員

槻木保育所に勤務する

職員

西船迫保育所に勤務す

る職員

１ （略）

（略） （略） （略）



附 則

この規則は、公布の日から施行する。


